
別紙２ 

新旧対照表 

【関税定率法基本通達（昭和 47 年３月１日蔵関第 101 号）】 

（注）下線を付した箇所が改正部分である。 
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改正後 改正前 

 

第７節 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 

 

（加工又は修繕用貨物の輸出手続の特例） 

11－６ 法第11条の規定に係る加工又は修繕用の輸出貨物が特定輸出者又は認

定通関業者の輸出申告に係る貨物であるときにおける当該加工又は修繕用貨

物の輸出手続については、次のとおり取り扱って差し支えない。 

⑴ 前記11－３⑴に規定する確認申告書（交付用）については、輸出者に対

して、当該申告書に相当する書類を適切に管理することを求めた上で、そ

の作成を省略して差し支えないものとする（同項⑴なお書に規定する変更

届について同じ。）。この場合において、同項⑵又は前記11－４⑶に規定す

る提示が必要となったときは、当該管理された書類を提示させる。 

⑵ 前記11－３⑶に規定する契約書等については、その写しの提出又は提示

を認める。 

⑶ 前記11－３⑷に規定する同一性の確認は、仕入書等に記載された識別記

号等により行うとともに、同項⑷なお書に規定する仕入書等の写しについ

ては、提出の省略を認める。 

 

（加工又は修繕のため輸出された貨物の減税手続の特例） 

11－７ 法第11条の規定による加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に係

る輸入貨物が特例輸入者又は認定通関業者の輸入申告に係る貨物であるとき

における当該加工又は修繕のため輸出された貨物の減税手続については、次

のとおり取り扱って差し支えない（前記11－６の規定の適用を受けた貨物に

ついては、当該貨物を輸出した者の名をもって輸入申告されるときに限る。）。 

⑴ 令第５条の２第１項に規定する輸出された貨物の許可書又はこれに代わ

る税関の証明書及び前記11－４⑴に規定する契約書等については、その写

しの提出を認める。 

⑵ 前記11－４⑶に規定する確認申告書については、輸入者に対して、当該

 

第７節 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税 
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申告書に相当する書類を適切に管理することを求めた上で、提示の省略を

認める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




